
な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
管
理
運
営
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
二
十
号

な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
管
理
運
営
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
奈
良
県
農
業
大
学
校
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
四
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
二
条
及
び
第
十
五
条
の
規

定
に
よ
り
、
な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
（
条
例
第
一
条
第
二
項

の
実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
を
い
う
。
以
下
「
実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
運

営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
条

条
例
第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
の
権
限
は
、
奈
良
県
農
業
大

学
校
の
校
長
（
以
下
「
校
長
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
る
。

（
実
践
バ
ン
ケ
ッ
ト
の
開
館
時
間
）

第
三
条

実
践
バ
ン
ケ
ッ
ト
の
開
館
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
す
る
。

２

校
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
開
館
時
間
を
臨
時
に
、

延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
館
日
）

第
四
条

実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
の
休
館
日
は
、
一
月
一
日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十
八

日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

２

校
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
休
館
日
を

変
更
し
、
又
は
休
館
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
の
申
込
み
）

第
五
条

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
践
バ
ン
ケ
ッ
ト
の
使
用
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
実
践
バ
ン
ケ
ッ
ト
使
用
申
込

書
（
第
一
号
様
式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
室
の
使
用
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
使
用

の
承
認
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
校
長
が
定
め
る
。

（
使
用
承
認
書
の
交
付
）



第
六
条

校
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
適
当
と

認
め
使
用
の
承
認
を
す
る
と
き
は
、
な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟

実
践
バ
ン
ケ
ッ
ト
使
用
承
認
書
（
第
二
号
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
料
の
納
付
）

第
七
条

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
納
付
は
、
後
納
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
業
研

究
開
発
セ
ン
タ
ー
所
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
の
一
部
を
前
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
禁
止
行
為
）

第
八
条

実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

施
設
、
設
備
等
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
す
る
こ
と
。

二

実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
内
の
秩
序
を
乱
す
行
為
を
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
係
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
こ
と
。

（
入
館
禁
止
等
）

第
九
条

校
長
は
、
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
い
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
者

に
対
し
て
、
入
館
を
禁
じ
、
又
は
退
館
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
に
係
る
申
請
書
等
）

第
十
条

条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
申
請
書
は
、
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
（
第
三
号

様
式
）
と
す
る
。

２

条
例
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

二

法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

三

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告
書
、
財
産
目

録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

四

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
）

第
十
一
条

条
例
第
十
二
条
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

実
践
バ
ン
ケ
ッ
ト
の
開
館
時
間
は
、
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

二

休
館
日
は
、
第
四
条
第
一
項
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

三

関
係
法
令
及
び
条
例
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
。

四

実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
の
利
用
者
が
安
全
か
つ
快
適
に
利
用
で
き
る
よ
う
適
正
な
管
理
を
行
う



こ
と
。

２

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
開
館
時
間
及
び
休
館
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
二
条

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に

行
わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
の
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
九
条
並
び
に
第

十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
並
び
に
第
九
条
中
「

校
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
第
七
条
中
「
農
業
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
所
長
」
と
あ
る

の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
第
十
三
条
中
「
校
長
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
三
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
践
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
棟
の
管
理
及
び
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
校
長
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
と
し
て
行
う
申
請
に
必
要
な
申
請
書
等
）

２

条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
行
う
指
定
管
理
者
の
指
定

の
申
請
に
必
要
な
申
請
書
及
び
書
類
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。



第１号様式（第５条関係）

なら食と農の魅力創造国際大学校実践オーベルジュ棟実践バンケット使用申込書

年 月 日

奈良県農業大学校長 殿

指定管理者 殿

申込者 住 所

氏 名

（団体の場合には、その所在地及び名称

並びに代表者の氏名）

電話番号

なら食と農の魅力創造国際大学校実践オーベルジュ棟実践バンケットを使用したいので、

次のとおり申し込みます。

１ 使用目的

２ 使用日

３ 使用時間

４ 使用人数

５ 備考

注 「使用時間」の欄には、準備、後片づけ等の時間も含めて記入してください。



第２号様式（第６条関係）

なら食と農の魅力創造国際大学校実践オーベルジュ棟実践バンケット使用承認書

年 月 日

様（殿）

奈良県農業大学校長 印

指定管理者

年 月 日付けで申込みのありましたなら食と農の魅力創造国際大学校実践オ

ーベルジュ棟実践バンケットの使用については、次のとおり承認します。

１ 使用目的

２ 使用日

３ 使用時間

４ 使用人数

５ 使用料又は利用料金

６ 承認条件



第３号様式（第１０条関係）

指定管理者指定申請書

年 月 日

奈良県知事 殿

申請者 所在地

名称

代表者氏名 印

連絡先

奈良県農業大学校条例第１１条第３項の規定により、指定管理者の指定を受けたいので

関係書類を添えて申請します。
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